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質
問
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三
五
） 

答

弁

第

三

五

号 

   

衆
議
院
議
員
岡
田
春
夫
君
提
出
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
七
七
第
三
五
号 

昭
和
五
十
一
年
六
月
四
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
岡
田
春
夫
君
提
出
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
保
全
問
題
に
つ
い
て
は
、
関
係
法
規
に
基
づ
く
手
続
の
際
に
審
査
す
る
こ
と
と

な
つ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
、
電
源
開
発
調
整
審
議
会
に
付
議
す
る
考
え
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
法
第
四
十
一
条
に
基
づ
く
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第

三
十
一
条
に
よ
り
、
同
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
一
部
と
し
て
、
同
法
第
四
十
一
条

の
工
事
計
画
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

当
該
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
審
査
は
、
電
気
事
業
法
上
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
通
商
産
業
大
臣 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
審
査
は
、
当
該
通
達
が
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
右
の
三
に
つ
い

て
で
述
べ
た
よ
う
に
通
商
産
業
大
臣
が
指
導
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

電
気
事
業
法
第
四
十
一
条
に
基
づ
く
工
事
計
画
の
認
可
は
、
同
条
第
三
項
各
号
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、

こ
れ
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

審
査
項
目
と
し
て
は
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
加
温
に
よ
る
土
中
温
度
上
昇
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
、
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
の
敷
設
が
地
下
水
に
及
ぼ
す
影
響
（
枯
渇
、
水
位
低
下
等
）
そ
の
他
が
考
え
ら
れ
る
。 

審
査
結
果
の
判
定
は
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
い
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
環
境
基
準
等
に
定
め
の

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。 

が
同
法
の
所
管
大
臣
と
し
て
電
気
事
業
者
に
対
す
る
適
切
な
指
導
を
行
う
た
め
、
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



六
に
つ
い
て 

更
に
、
燃
料
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
保
全
に
つ
い
て
は
、
同
技
術
基
準
に
お
い
て
は
い
ま
の
と
こ
ろ
基
準

は
定
め
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
現
在
の
科
学
技
術
上
、
燃
料
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
保
全
は
ケ
ー
ス
バ
イ 

ケ
ー
ス
で
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
同
法
第
四
十
一
条
に
よ
る
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
工
事
計
画

認
可
に
際
し
て
は
厳
正
に
環
境
審
査
を
行
い
、
環
境
保
全
に
万
全
を
期
す
よ
う
指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
対
処
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

燃
料
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
消
防
法
に
基
づ
き
規
制
が
な
さ
れ
て
お
り
、
電
気

事
業
法
第
四
十
八
条
に
基
づ
く
発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
で
は
、
燃
料
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
着
目

し
た
基
準
は
特
に
定
め
て
い
な
い
。 

地
下
水
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
か
ら
提
出
を
求
め
、
整
備
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。 

五 

 



八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
回
電
源
開
発
調
整
審
議
会
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
、
環
境

庁
は
そ
の
範
囲
で
承
知
し
て
い
る
。 

環
境
庁
長
官
は
、
環
境
庁
設
置
法
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
行
政
機

関
の
長
か
ら
説
明
等
を
求
め
、
環
境
保
全
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
勧
告
す

る
等
の
一
般
的
権
限
を
有
し
て
お
り
、
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
計
画
に
関
し
て
も
、
右
条
項
の
範
囲
内
で
必
要
に

応
じ
こ
れ
ら
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
環
境
庁
に
は
同
計
画
に
関
し
環
境
保

全
上
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
特
段
の
権
限
は
存
し
な
い
。 

環
境
庁
は
、
当
該
通
達
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
消
防
法
に
基
づ
く
設
置
許
可
申
請
が
既
に
な
さ
れ
、
北
海
道
知
事
に
お 

六 

 



 

七 

い
て
審
査
中
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
環
境
審
査
は
、
電
気
事
業
法
第
四
十
一
条
の
申
請
が
提
出
さ
れ
次
第

当
該
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
ル
ー
ト
を
含
め
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

そ
の
結
果
十
分
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
所
要
の
改
善
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




